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大崎市社会福祉協議会 

特別養護老人ホーム 敬風園 重要事項説明書 

（介護老人福祉施設） 
 

特別養護老人ホーム 敬風園（以下、「施設」という。）はご利用者に対して指定介護老人福祉施

設サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたい

ことを次の通り説明します。 

 

 

 

 

１．事業者 

（１）法人名     社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 

（２）法人所在地   宮城県大崎市古川三日町二丁目５番１号 

（３）電話番号    ０２２９-２１-０５５０  ＦＡＸ ０２２９-２４-１１５８ 

（４）代表者氏名   理事長（会長）  高 橋 栄 德 

（５）設立年月日   平成１８年 ７月 １日  

◇◆目次◆◇                               

１． 事業者 

２． 利用施設 

３． 居室の概要 

４． 職員の配置状況 

５． 施設が提供するサービスと利用料金 

６． 身元引受人及び連帯保証人の義務等について 

７． 利用中の医療提供について 

８． 施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

９． 個人情報等の保護及び守秘義務について 

１０． 事故発生時の対応及び損害賠償について 

１１． 苦情の受付について 

１２． 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況 

１３． 非常災害時の対策 

１４． 緊急時の対応について 

１５． 退所時所持金品について 

１６． 身体拘束の禁止について 

１７． 虐待の防止について 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（宮城県指定第０４７１５０１２７０号） 
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２．利用施設 

（１）施設の種類    指定介護老人福祉施設 平成１８年 ４月 １日指定 

             宮城県指定 第０４７１５０１２７０号 

 

（２）施設の目的    １）施設は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用者への 

               のサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生 

活への復帰を念頭に置いて、入所前の居宅における生活と入所 

後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、利用者が相 

互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援す 

るものとする。 

２）施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町 

   村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者、そ 

の他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との 

密接な連携に努めるものとする。 

 

（３）施設の名称    大崎市社会福祉協議会 特別養護老人ホーム 敬風園 

 

（４）施設の所在地   宮城県大崎市鹿島台平渡字上敷１９番地７ 

 

（５）電話番号     ０２２９-５６－９４００  ＦＡＸ ０２２９-５６－９６２４ 

 

（６）管理者      施設長  武 田 正 弘 

 

（７）運営理念     「私たちは、利用者お一人おひとりの命の尊さをしっかりと受けとめ、 

幸せに、安心して、満足な日々を大切にするサービスの提供と、可能 

な限り自立した日常生活が過ごせるよう支援します。また、地域に根 

            ざした事業の展開と円滑な施設経営を目指します。」 

     基本方針     １）利用者一人ひとりの尊厳のある豊かな生活を支援します。 

            ２）利用者一人ひとりに応じた生活の質の向上が図られるよう支援し 

              ます。 

            ３）利用者が安心して快適に生活できる環境づくりを行います。 

            ４）利用者の地域交流を推進します。 

            ５）利用者家族との信頼関係を大切にし、情報共有を図ります。 

            ６）情報公開を率先して行い、透明性の高い健全な施設運営に努めま 

              す。 

 

（８）開設年月日    平成１８年 ７月 １日 

 

（９）利用定員     ２００名 
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３．居室の概要 

（１）居室等の概要 

    施設では以下の居室・設備をご用意しています。 

居室・設備の種類 室 数 備 考 

従来型個室（１人部屋） ２６室  

多床室（２人部屋） １１室 短期入所と共有 

多床室（４人部屋） ４０室 短期入所と共有 

医務室 １室 短期入所と共有 

静養室 ４室（各棟１室）  

トイレ ３４ヶ所 

南棟１階・２階各１５ヶ所 

東棟１階・２階各 ４ヶ所 

短期入所と共有 

洗面所 ３８ヶ所  

浴室 
７室 

（東棟２階１室、他棟２室） 

ユニット浴槽・中間浴槽・

特殊浴槽を設置 

短期入所と共有 

脱衣室 ４室（各棟１室） 短期入所と共有 

機能訓練室 １室 短期入所と共有 

相談室 ２室 短期入所と共有 

配膳室  １室  

事務室  １室  

看護職員室  １室  

看護職員休憩室  １室  

介護職員休憩室  ４室（各棟１室）  

ケアステーション  ４室（各棟１室）  

 

※上記は、厚生労働省が定める基準により指定介護老人福祉施設に設置が義務付けられ 

ている施設・設備です。 

利用にあたり、居室以外については特別にご負担いただく費用はありません。 

※居室の変更：利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況に 

より施設でその可否を決定いたします。また、利用者の心身の状況により居室を変更 

する場合があります。その際には、利用者及びその身元引受人と協議の上決定するも 

のとします。 
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４．職員の配置状況 

  施設では、利用者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員（以下「サービス従

事者という。」として、以下の職種のサービス従事者を配置しております。 

 

≪主な職種の配置体制≫                  令和 ７年１１月 １日現在 

職  種 職員数（短期兼務） 業務内容 

１．管理者（施設長） １名 施設業務の統括 

２．医師（嘱託） ２名 診療・健康管理 

３．生活相談員 ３名 相談面接・支援企画実施 

４．看護職員    ６名 診療の補助・看護・保健衛生 

５．機能訓練指導員 ３名 身体機能減退の防止 

６．介護支援専門員 ５名（２名兼務） 施設サービス計画の策定 

７．管理栄養士（栄養士） ４名 食事業務全般・栄養マネジメント 

８. 介護職員 １０８名（２名兼務） 日常生活の介護・援助 

９. 事務員・業務員 １０名（６名兼務） 
経理・庶務・保険請求・施設管理 

・環境整備業務・運転手等 

10．業務補助員 ３名 寝具準備・居室清掃等 

 

≪主な職種の勤務体制≫ 

職   種 勤 務 体 制 

１．管理者（施設長） 月曜日～金曜日    ８：３０ ～ １７：１５ 

２．医師（嘱託）  

・旭山病院 

・大崎市民病院鹿島台分院 

 

木曜日（第２・４）１３：３０～１５：３０ 

火曜日      １３：３０～１５：３０ 

３．生活相談員 月曜日～金曜日   ８：３０～１７：１５ 

４．看護職員 早番・平常・遅番・夜勤の交代勤務 

５．機能訓練指導員 月曜日～金曜日   ８：３０～１７：１５ 

６．介護支援専門員 早番・平常・準遅番・遅番・夜勤の交代勤務 

７．管理栄養士（栄養士） 月曜日～金曜日   ８：３０～１７：１５ 

８．介護職員 早番・平常・準遅番・遅番・夜勤の交代勤務 

９．事務員・業務員 月曜日～金曜日   ８：３０～１７：１５ 

10．業務補助員 月曜日～金曜日   ９：００～１６：００ 
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≪有資格者≫ 

介護福祉士 ６０名 認知症介護リーダー研修修了者 ２２名 

介護支援専門員    ７名 認知症介護実践者研修修了者 ３９名 

喀痰吸引等指導者    ３名 認定特定行為業務従事者認定者    ５０名 

 

５．施設が提供するサービスと利用料金 

施設では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

  施設が提供するサービスについて、 

 

 

 

があります。 

（Ⅰ）介護保険の給付の対象となるサービス 

以下のサービスについては、利用料金の大部分（９割もしくは８割もしくは７割）が 

介護保険から給付されます。 

≪サービスの概要≫ 

① 栄養管理 

・ 管理栄養士が要介護状態の予防と低栄養状態の改善の為、利用者一人一人の栄養 

状態や摂食状況及び健康状態に応じた個別の栄養ケア計画を作成します。 

・ 栄養ケア計画の原案は利用者及びその身元引受人に対し説明、交付し文書による 

同意を得た上で決定します。 

・ 栄養ケア計画は利用者の体重、喫食状態等に応じて随時作成します。  

 

② 入浴 

・ 入浴または清拭を週２回行います。 

・ 一般浴槽・リフト浴槽・特殊浴槽を配置してあります。 

 

③ 排泄 

・ 排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 

④ 機能訓練 

・ 機能訓練指導員等により、利用者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに 

必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 

⑤ 健康管理 

・ 医師や看護職員が、健康管理を行います。 

 

⑥ レクリエーション、クラブ活動等 

・ 利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができ 

ます。 

（Ⅰ）利用料金が介護保険から給付される場合 

（Ⅱ）利用料金の全額を利用者に負担いただく場合 
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クラブ活動（月２回）： 生け花クラブ・書道クラブ 

 

⑦ 敬風園が企画する行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪介護サービス利用料金≫ 

下記の料金表によって、利用者の要介護度・居室の種類・入所日に応じたサービス利用 

料金から介護保険給付費を除いた金額（自己負担額）をお支払い頂きます。 

※施設の体制等に変更があった場合は、加算内容も変更となり利用者負担額が変わります。 

 

１）介護老人福祉施設サービス費           （１日当りの利用料金 単位：円） 

※ご利用者の要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１．介護サービス利用料金 ５，８９０ ６，５９０ ７，３２０ ８，０２０ ８，７１０ 

個別機能訓練加算 １２０ 

精神科療養指導加算 ５０ 

看護体制加算（Ⅰ）ロ ４０ 

夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ １６０ 

日常生活継続支援加算（Ⅰ） ３６０ 

栄養マネジメント強化加算 １１０ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

  

利用料金（介護サービス利用料金＋加算料金）の１４％ 

（通常の介護報酬算出方式に基づき算出した額に、各利用者

の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額を

法定代理受領とします。） 

合    計  ① ７，７０７ ８，５０５ ９，３３７ １０，１３５ １０，９２２ 

４月 
・互市見物 

・さくら祭り 
  １月 ・新年会 

５月   ２月 ・節分 

６月 ・ふれあい祭り  ３月 ・ひなまつり ・彼岸供養会 

７月  

その他 

・運動会 

・招待行事（学校関係） 

・小学校運動会招待 

・幼稚園運動会招待 

・小学校生活発表会招待 

・幼稚園生活発表会招待等 

８月 ・夏まつり ・盆供養会 

９月 
・長寿を祝う会 

・彼岸供養会 

１０月  

１１月 ・互市見物 

１２月 ・忘年会 
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２．（１割負担の場合） 

うち、介護保険から給付 

される金額（9割給付）② 

６，９３６ ７，６５４ ８，４０３ ９，１２１ ９，８２９ 

（２割負担の場合） 

うち、介護保険から給付 

される金額（8割給付）③ 

６，１６５ ６，８０３ ７，４６９ ８，１０７ ８，７３６ 

（３割負担の場合） 

うち、介護保険から給付 

される金額（7割給付）④ 

５，３９４ ５，９５２ ６，５３５ ７，０９３ ７，６４３ 

３．介護サービス費自己負担額 

１割負担の場合：（①―②） 
７７１ ８５１ ９３４ １，０１４ １，０９３ 

介護サービス費自己負担額 

２割負担の場合：（①―③） 
１，５４２ １，７０２ １，８６８ ２，０２８ ２，１８６ 

介護サービス費自己負担額 

３割負担の場合：（①―④） 
２，３１３ ２，５５３ ２，８０２ ３，０４２ ３，２７９ 

 

２）加算内容について 

    加算内容につきましては職員配置、有資格者、利用されている方の状況、施設の体制等 

により変わる場合があります。 

 

（１）個別機能訓練加算 （１日につき加算） 

   個別機能訓練加算は、看護師等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行なった機能訓練に

ついて加算します。 

   個別機能訓練を行なうに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、 

その他の職種のものが共同して、利用者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓

練計画を作成し、これに基づいて行なった個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等

を行ないます。 

個別機能訓練を行なう場合には、開始時及びその３か月ごとに１回以上利用者に対して個別

機能訓練計画の内容を説明し、記録します。 

個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、 

  常に個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにします。 

 

（２）精神科療養指導加算 （１日につき加算） 

   認知症である利用者の方が全利用者の３分の１以上を占める指定介護老人福祉施設におい

て、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に２回以上行なわれている場合に加

算されます。 

 

（３）看護体制加算（Ⅰ）ロ  （１日につき加算） 

   入所定員が５０名以上あり、常勤の看護師を１名以上配置している場合に加算されます。 
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（４）夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ （１日につき加算） 

   夜勤を行なう介護職員又は看護職員を利用者２５名に対して１名以上配置しており、基準に

規定された夜勤を行なう職員数に１を加えた数以上の職員を配置し、喀痰吸引等の実施がで

きる介護職員を配置している場合に加算されます。 

 

（５）日常生活継続支援加算（Ⅰ）（１日につき加算） 

   入所者の総数のうち要介護４若しくは要介護５の利用者の占める割合が７０％以上、若しく

は日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必

要とする認知症の利用者が６５％以上又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各

号に揚げる行為を必要とする者の占める割合が１５％以上であり、介護福祉士の数（常勤換

算数）が利用者６人に対して１名以上配置されている場合に加算されます。 

 

（６）栄養マネジメント強化加算（1日につき加算） 

   管理栄養士による栄養マネジメントや低栄養状態の改善に向けた取り組みを実施し、入所者 

の栄養状態の改善、維持につとめている場合に加算されます。 

 

（７）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）  

（介護サービス利用料金及び該当加算を加えた額の１４０/１０００を加算） 

 

（８）科学的介護推進体制加算（Ⅰ）（１月につき４０単位加算） 

   利用者ごとの心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出している場合であって、必

要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供にあたって、必要な情報を活用して

いる場合に加算されます。 

 

（９）協力医療機関連携加算（Ⅰ）（１月につき５０単位加算） 

   協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を

定期的に開催している場合に加算されます。 

 

（１０）生産性向上推進体制加算（Ⅱ）（１月につき１０単位加算） 

   介護現場の生産性向上へ向けた委員会を設置し、介護ロボットや ICT等を活用して業務効率

の改善を図ることができている場合に加算されます。 

加算の算定を行うためには、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担

軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性

向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること、見守り機器等のテクノ

ロジーを１つ以上導入していること、1年以内ごとに 1回、業務改善の取組による効果を示

すデータの提供を行うことが必要となります。 

 

(７)については、厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施してい

ると届け出ていますので、基準に従い所定の割合に応じた介護報酬を加算します。 
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３）その他の加算料金 

    加算内容につきましては職員配置、有資格者、利用されている方の状況、施設の体制等 

により変わる場合があります。また、対象となった方のみ加算となります。 

 

（１）入院・外泊時加算（１日につき加算／月に６日間を限度） 

ご利用者が、入院または外泊をされた場合要介護度に関係なく、入院・外泊をされ 

た翌日より６日間を限度とした利用料金をお支払い頂きます。 

※入院や外泊をされている間、利用者が使用されていた居室を他の利用者が使用し 

た場合、他の利用者が使用した日からは上記の料金はかかりません。 

 

（２）初期加算（１日につき加算／３０日間） 

入所した日から起算して３０日以内の期間について､又３０日を超える病院または 

診療所への入院後に再入所されたご利用者に対して、初期加算として１日に３０円 

（利用者負担）が加算されます。 

 

（３）経口移行加算（１日につき加算／１８０日間） 

医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員等が 

共同して経管により食事を摂取している利用者ごとに経口移行計画を作成し、計画に 

従い、医師の指示を受けた管理栄養士、又は栄養士が、経口による食事の摂取を進め 

るための栄養管理を行った場合及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた 

場合に加算されます。 

 

（４）経口維持加算（Ⅰ）（１月につき加算／原則６か月以内） 

経口により食事を摂取する利用者であり、著しい摂食障害があり、造影撮影又は内 

視鏡検査により誤嚥が認められる利用者に対し、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、 

管理栄養士、看護師、介護支援専門員等が共同して、利用者の摂食・嚥下機能に配慮 

した経口維持計画を作成し、計画に従い、管理栄養士又は栄養士が継続して経口によ 

る食事の摂取を進めるための特別な管理を行った場合に加算されます。 

 

（５）経口維持加算（Ⅱ）（１月につき加算／原則６か月以内） 

経口で食事が摂取できるものの摂取機能障害を有し、誤嚥が認められる利用者に対 

し、多職種協働により摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、計画に従い 

特別な管理を行う場合に加算されます。 

 

（６）療養食加算（１食／回につき加算） 

利用者の病状に応じ、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行 

された食事箋に基づき、厚生労働大臣が定める療養食が提供された場合に加算されます。 

 

（７）褥瘡マネジメント加算（１月につき加算） 

・利用者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて、モニタリング指標を用いて、施設 

入所時に評価するとともに、３月に１回評価を行い、その評価結果を提出します。 

・評価の結果、褥瘡の発生に係るリスクがあるとされた利用には関連職種の者が共同 

して、利用者ごとに褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成し、褥瘡ケア計画に基づ 

き、利用者ごとに褥瘡管理を実施された場合に加算されます。 

 

（８）看取り介護加算（Ⅰ） 

医師が終末期にあると判断した利用者について、医師、看護師、介護職員等が共同 
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して、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合に、死亡前４５日を 

限度として、死亡月に加算されます。 

 

（９）若年性認知症入所者受入加算（１日につき加算） 

初老期における認知症利用者に対し、個別の担当者を定め該当利用者の特性やニー 

ズに応じたサービスを提供した場合に加算されます。 

※認知症行動・心理状態緊急対応加算を算定している場合には加算されません。 

 

（10）安全対策体制加算（１回につき加算／入所時１回） 

事故の発生、再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者を配置し、 

安全管理部門を設置し、組織的に安全対策の体制整備を行っている場合に加算されます。 

 

  （11）認知症専門ケア加算（Ⅰ）（１日につき加算） 

   入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状もしくは行動が認められるこ

とから介護を要する認知症者（以下、｢対象者｣）の占める割合が２分の１以上であり、認知

症介護に係る専門的な研修を終了している者を、対象者の数が２０人以上である場合にあっ

ては、１に、対象者の数が１９を越えて１０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以

上を配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施している場合に加算されます。又、職

員に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

します。 

加算項目 
利用料 

（１０割） 

法定代理受領 

（１割） 

法定代理受領 

（２割） 

法定代理受領 

（３割） 

若年性認知症入所者受入加算 １,２００   １２０ ２４０ ３６０ 

入院・外泊時加算 ２,４６０ ２４６ ４９２ ７３８ 

初期加算 ３００ ３０ ６０ ９０ 

経口移行加算 ２８０ ２８ ５６ ８４ 

経口維持加算（Ⅰ） ４,０００ ４００ ８００ １,２００ 

経口維持加算（Ⅱ） １,０００ １００ ２００ ３００ 

療養食加算 ６０ ６ １２ １８ 

看

取

り

介

護

加

算 

死亡日以前３１日以上４５日

以下について（１日につき） 
７２０ ７２ １４４ ２１６ 

死亡日以前４日以上３０日

以下について（１日につき） 
１,４４０   １４４ ２８８ ４３２ 

死亡日前日及び前々日につ

いて（１日につき） 
６,８００ ６８０ １,３６０  ２,０４０ 

死亡日について（1 日） １２,８００ １,２８０  ２,５６０  ３,８４０ 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ３０ ３ ６ ９ 

安全対策体制加算 ２００ ２０ ４０ ６０ 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３００ ３０ ６０ ９０ 
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（Ⅱ）介護保険の給付の対象とならないサービス 

    以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

食費・居住費については利用者負担段階が設定されている場合は、その段階の負担限度 

額となります。 

 

≪サービスの概要と利用料金≫ 

【食 費】 

１,４４５円／１日 （おやつ代を含んだ料金です。） 

負担限度額 基準費用額 

第 1段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

３００円／１日 ３９０円／１日 ６５０円／１日 １,３６０円／１日 1,４４５円／１日 

施設では、管理栄養士の作成した献立表により、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好 

  を考慮した食事を提供します。 

 

利用者の自立支援の為、離床して食堂にて食事を摂っていただくことを原則としています。 

<食事時間>  朝食／７：３０～  昼食／１２：００～  夕食／１８：００～ 

 

【居住費】 

従来型個室 １，２３１円／１日 （室料＋光熱水費相当） 

多床室     ９１５円／１日 （室料＋光熱水費相当） 

利用居室 
負担限度額 基準費用額 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

従来型個室 ３８０円／１日 ４８０円／１日 ８８０円／１日 １，２３１円／１日 

多床室  ０円／１日 ４３０円／１日 ４３０円／１日  ９１５円／１日 

 

※利用者が入院・外泊された場合の居住費について 

利用者が入院または外泊をされた場合、翌日よりお支払いいただく料金は下記の通りです。 

ただし、入院・外泊した翌日より６日間を限度とします。 

利用する居室

のタイプ 

入院・外泊時の居住費負担額 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

従来型個室 ３８０円／１日 ４８０円／１日 ８８０円／１日 １，２３１円／１日 

多床室 ０円／１日 ４３０円／１日 ４３０円／１日   ９１５円／１日 

 

① 預り金等管理 

利用者の希望により、預り金等管理サービス（預り金等管理委託契約によるもの）を利 

用いただけます。詳細は、以下のとおりです。 

・管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

・指定金融機関：七十七銀行、各農業協同組合、ゆうちょ銀行 

 ※利用者名義の口座に限ります。 

・お預かりできるもの：上記の預金通帳と金融機関へ届け出た印鑑 
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・預り金等管理総括責任者： 施設長 武田 正弘 

・出納方法：社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 預り金等管理規程に基づいて行います。 

※ 預り金等の管理を施設に依頼する場合は、預り金等管理委託契約書にて契約のとり交 

しをしていただきます。 

※ 預り金等管理総括責任者は、出入金の都度、出納の記録を作成し、その出納帳を翌月の 

２０日までに利用者又はその身元引受人へ交付します。 

【通帳等管理サービス】 《基本料金 月額 ５００円》 

＊お預かりしている預貯金の払い戻し、預貯金の預け入れの代行手続き 

    ＊入出金明細・預り金残高の発行（毎月） 

【支払い代行サービス】 《基本料金 月額 ５００円》 

＊税金、社会保険料等の支払い代行 

＊医療費・薬剤費の支払い代行 

＊理髪代の支払い代行 

＊日常品購入等の支払い代行 

    ※通帳等管理サービスを利用していない場合は、医療費・業者支払い等の料金を、１か 

月ごとに計算し利用月の翌月１１日以降に請求書を送付しますので、期日厳守にて施設

窓口迄現金にてご持参願います。 

 

② 特別な食事 

利用者の希望に基づいて特別な食事を提供します。 利用料金：要した費用の実費 

 

③ レクリエーション、クラブ活動 

利用料金：材料費代等の実費をいただく場合があります。 

 

④ 複写物の交付 

利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とす 

る場合には実費(１枚につき１０円)をご負担いただきます。 

 

⑤ 日常生活上必要となる諸費用実費 

利用者の日常生活に要する費用で、ご利用者に負担していただくことが適当であるもの 

に係る費用を負担いただきます。 

※当施設利用中のおむつ代は、介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はあり 

ません。 

※入院又は外泊期間中のおむつ代等については利用者負担となります。 

 

≪利用料金のお支払い方法≫ 

 

   当施設が提供する介護サービスの利用料金・費用は、１か月ごとに計算し利用月の翌月 

２０日までに請求します。以下の方法でお支払い下さい。 
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① 口座振替によるお支払い（七十七銀行、郵便局、その他金融機関） 

指定の口座より毎月２７日(金融機関の休業日には翌営業日)に引落しとなります。 

尚、金融機関の手続完了迄は、割賦納入となる場合があります。その際は、事前にご 

連絡をさせていただきます。 

 

② 金融機関窓口から指定口座への振込みによるお支払（割賦納入） 

サービスを利用した月の翌月末日までに金融機関窓口にて支払いをお願いします。 

 

６．身元引受人及び連帯保証人の義務等について 

施設は契約締結にあたり利用者に対し、原則として身元引受人を一人、連帯保証人を一人 

求めることとしております。 

 

（１）身元引受人は、次の各事項の責任を負います。 

   ① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行する 

よう施設に協力すること。 

   ② 契約解除又は契約終了の場合、施設と連携して利用者の状態に見合った適切な 

受け入れ先の確保に努めること。 

   ③ 利用者が死亡した場合の遺体及び遺留品の処理その他の必要な措置。 

 

（２）連帯保証人は、この契約に基づく利用者の施設に対する一切の債務を極度額 

６００,０００円の範囲内で利用者と連帯して履行の責任を負います。 

 

７．利用中の医療提供について 

施設は、医師が常勤しておりませんので医療を必要とする場合は、利用者の希望により、 

下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関 

での優先的な診療・入院を保障するものではありません。また、下記医療機関での診療・入 

院治療を義務づけるものでもありません。) 

 

 

≪協力医療機関≫ 

医  師  名 郷右近 祐司 

医 療 機 関 名 大崎市民病院 鹿島台分院 

所 在 地 大崎市鹿島台平渡字東要害 20 

連 絡 先 0229(56)2611 

診 療 科 目 内科 

医  師  名 近藤 等 

医 療 機 関 名 旭山病院 

所 在 地 大崎市鹿島台平渡字大沢 21番地の 18 

連 絡 先 0229(56)2431 

診 療 科 目 精神科 
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医  師  名 一迫 弘平 

医 療 機 関 名 古川駅南眼科クリニック 

所 在 地 大崎市古川駅南三丁目 36 

連 絡 先 0229(22)1818 

診 療 科 目 眼科 

医 師 名 渡邊 将也 

医 療 機 関 名 わたなべ皮フ科クリニック  

所 在 地 大崎市鹿島台平渡字巳待田 430-1 

連 絡 先 0229（56）6215 

診 療 科 目 皮膚科 

 佐藤 由紀夫 

医 療 機 関 名 公益財団法人宮城県厚生協会古川民主病院 

所 在 地 大崎市古川駅東二丁目１１番１４号 

連 絡 先 0229（23）5521 

診 療 科 目 歯科 

 

８．施設を退所していただく場合(契約の終了について) 

   施設との契約では、契約が終了する期日は特に定めていませんが、仮に以下の事項に該当 

するに至った場合には、施設との契約は終了し、利用者に退所していただくことになります。 

 

① 要介護認定により、利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により当施設を閉鎖し

た場合 

③ 施設の減失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になっ

た場合 

④ 施設が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 

⑤ 利用者から退所の申し出があった場合(詳細は、（１）以下をご参照下さい。) 

⑥ 施設から退所の申し出を行った場合(詳細は、（２）以下をご参照下さい。) 

 

 

（１） 利用者からの退所の申し出(中途解約・契約解除) 

契約の有効期間であっても、利用者より施設からの退所を申し出ることができます。 

その場合には、退所を希望する日の７日前までに申し出願います。 

但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 
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（２） 施設からの申し出により退所していただく場合(契約解除) 

以下の事項に該当する場合には、施設から退所していただくことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 円滑な退所のための援助 

      利用者が当施設を退所する場合には、利用者の希望により、施設は利用者の心身の 

状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を利用 

者に対して速やかに行います。 

 

 

 

 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② 利用者が入院された場合 

③ 施設もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉サービス

を実施しない場合 

④ 施設もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤ 施設もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご利用者の身体・財物・信用等

を傷つけ、又は、著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認め

られる場合 

⑥ 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れが

ある場合において、施設が適切な対応をとらない場合 

① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に

これを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な

事情を生じさせた場合 

② 利用者の利用料及びその他の利用料等の支払いについて、正当な理由がないにも

かかわらず、支払い期日から３ヶ月以上遅延し、さらに支払いの督促から１４日

以内に支払いが無い場合 

③ 利用者が、故意又は重大な過失により施設またはサービス従事者もしくは他の利

用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うこと

などによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ 利用者が伝染性疾患等により他の利用者の生命または健康に重大な影響を及ぼす

おそれがあり、かつ治療が必要である場合 

⑤ 利用者が連続して９０日を超えて病院等に入院すると見込まれる場合もしくは入

院した場合（９０日以内に退院の見込みがないと医師が判断した場合は９０日を

待たずに契約を解除する場合があります。） 

⑥ 利用者及びその身元引受人が他の介護老人福祉施設等と利用契約し入所した場合 

① 適切な病院等又は介護老人保健施設等の紹介 

② 居宅介護支援事業者への紹介 

③ 関係する県や市町村との連絡調整 

④ その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 
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（４） 契約書第２５条に定める所定の料金 

      利用者が契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日の翌日から 

現実に居室が明け渡された日までの期間にかかる料金。 

（１日当りの利用料金） 

利用者の要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

利用料金 ７，５８０ ８，３８０ ９，２１０ １０，０１０ １０，８００ 

 

 

９．個人情報等の保護及び守秘義務について 

（１） 個人情報の保護 

施設で、業務上知り得た利用者及びその身元引受人の秘密を、正当な理由なく第三者に漏 

らしません。病院、居宅介護支援事業者等、必要な機関へ利用者に関する情報を提供する    

場合には、あらかじめ文書により利用者及びその身元引受人の同意を得ます。 

（２） 守秘義務 

事業者が雇用するサービス従事者等は、業務で知り得た利用者又はその身元引受人等の秘

密を保持します。また、サービス従事者等であった者に、業務上知り得た利用者又はその

身元引受人等の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を

保持するべき旨を、就業規則の内容に含むものとします。  

 

１０．事故発生時の対応及び損害賠償について 

   施設では、サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者及びその身元引 

受人及び市町村に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。事故の状況及び事故に際して 

採った処置については記録し５年間保存します。また、事故原因を検証し、再発生を防ぐた 

めの対策を講じます。 

施設の責任により利用者に生じた損害については、施設は補償制度の範囲内においてその 

損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 

但し、その損害の発生について、利用者に故意又は過失があると認められる場合には、利 

用者の置かれた心身の状況を参酌して相当と認められるときに限り、施設の損害賠償を減じ 

る場合があります。 

 

 

１１．苦情の受付について 

（１）施設における苦情の受付 

施設における苦情や相談は以下の窓口で受け付けます。 

①  苦情受付窓口（担当者：菅原 里枝） 

②  第三者委員（佐藤 敬子・佐々木 次夫） 

③  受付時間：毎週月曜日～金曜日 ８：３０ ～ １７：１５ 

    また、苦情受付ボックス（みんなの声）を敬風園玄関に設置しています。 
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（２）行政機関その他苦情受付機関 

大崎市役所民生部 高齢障がい福祉課 
電話番号 ０２２９－２３―６０８５ 

ＦＡＸ  ０２２９－２３－２４１８ 

福祉サービス利用に関する 

運営適正化委員会 

電話番号 ０２２－７１６－９６７４ 

ＦＡＸ  ０２２－７１６－９２９８ 

宮城県国民健康保険団体連合会 

苦情相談窓口 

電話番号 ０２２－２２２－７７００ 

ＦＡＸ  ０２２－２２２－７２６０ 

青葉区役所 保健福祉センター      

介護保険課 介護保険係 
電話番号 ０２２－２２５－７２１１ 

宮城野区役所 保健福祉センター     

介護保険課 介護保険係 
電話番号 ０２２－２９１－２１１１ 

若林区役所 保健福祉センター      

介護保険課 介護保険係 
電話番号 ０２２－２８２－１１１１ 

太白区役所 保健福祉センター      

介護保険課 介護保険係 
電話番号 ０２２－２４７－１１１１ 

泉区役所 保健福祉センター       

介護保険課 介護保険係 
電話番号 ０２２－３７２－３１１１ 

石巻市役所 保健福祉部 保健福祉総務課 電話番号 ０２２５－９５－１１１１ 

塩竈市役所 高齢福祉課 介護保険係 電話番号 ０２２－３６４－１２０４ 

登米市役所 福祉事務所 長寿介護課   

介護給付係 
電話番号 ０２２０－５８－５５５１ 

栗原市役所 市民生活部 介護福祉課   

介護保険係 
電話番号 ０２２８－２２－１３５０ 

東松島市役所 保健福祉部      

高齢障害支援課 高齢介護係 

電話番号 ０２２５－８２－１１１１ 

内  線 １１８７ 

松島町役場 健康長寿課 高齢者支援班 電話番号 ０２２－３５５－０６７７ 

七ヶ浜町役場 長寿社会課 介護保険係 電話番号 ０２２－３５７－７４４７ 

大和町役場 福祉課 高齢者福祉係 電話番号 ０２２－３４５－７２２１ 

利府町役場 保健福祉部 地域福祉課 

介護福祉係 
電話番号 ０２２－７６７－２１９８ 

加美町役場 保健福祉課 高齢者福祉係 電話番号 ０２２９－６３－７８７２ 

涌谷町役場 健康課 国保介護班 電話番号 ０２２９－２５－７９７２ 

美里町役場 長寿支援課 介護保険係 電話番号 ０２２９－３２－２９４１ 

※その他、各市町村の介護福祉課等にも受付窓口が設置されております。 
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１２．利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況 

 

利用者アンケート調査、意見箱

等利用者の意見等を把握する取

り組みの状況 

１ あり 実施日 令和 ７年８月 

結果の開示 １ あり  ２ なし 

２ なし 

第三者による評価の実施状況 

１ あり 実施日 令和 ７年２月 

評価機関名称 敬風園第三者ｻｰﾋﾞｽ評価委員会 

結果の開示 １ あり  ２ なし 

２ なし 

 

１３．非常災害時の対策 

 

非常時の対応 別途定める「特別養護老人ホーム敬風園 消防計画」に基づき対応します。 

地元との協力関係 地元近隣に協力をいただき、非常時の応援体制を整備しています。 

平常時の訓練等 年２回夜間及び日中を想定した避難訓練を、利用者も参加して実施します。 

防災設備 

設備名称 設置状況 設備名称 設置状況 

避難口 あり 自動火災報知器 あり 

避難誘導灯 あり 非常通報装置 あり 

スプリンクラー あり 防火シャッター あり 

ガス漏れ警報器 あり 非常用電源 あり 

非常階段 あり 防犯カメラ あり 

補助散水栓 あり 出入口監視センサー あり 

カーテン、布団などは防炎加工をしたものを使用。 

消防計画 消防署への届出日    令和５年７月１２日 

 

 

１４．緊急時の対応について 

   利用者に容体の変化等があった場合には、医師に連絡するなど必要な措置を講ずるほか、 

身元引受人に速やかにご連絡をいたします。 

  ※最終ページに緊急時連絡先について身元引受人様以外で２か所ご記入下さい。 
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１５．退所時所持金品について 

  入所契約が終了した後、施設に残された利用者の所持金品を利用者自身が引取れない場合 

は身元引受人に引き取って頂くものとします。 

 

 

（１）施設は、本契約が終了後、施設に残された利用者の所持金品について利用者自身が引 

き取れない場合は利用者及びその身元引受人にその旨連絡するものとします。 

（２）利用者及びその身元引受人は、前項の連絡を受けた後２週間以内に所持金品を引き取 

るものとします。 

但し、利用者及びその身元引受人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受け 

た後、速やかに施設にその旨連絡するものとします。 

（３）施設は、前項但書の場合を除いて、利用者及びその身元引受人が引き取りに必要な相 

当な期間が過ぎても所持金品を引き取る義務を履行しない場合には、当該所持金品を 

利用者及びその身元引受人に引き渡すものとします。 

但し、その引き渡しに係る費用には利用者及びその身元引受人の負担とします。 

 

１６．身体拘束の禁止について 

（１）施設は、利用者や他の利用者の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない場合を 

除き、身体拘束または利用者の行動を制限する行為を禁止しています。利用者の行動 

を制限する場合は、利用者及びその身元引受人に対し事前に、行動制限の根拠、内容、 

見込まれる期間について十分に説明し文書による同意を得ます。 

 

（２）利用者の行動を制限する場合には、介護サービス記録に次の事項を記載します。 

① 利用者に対する行動制限の根拠、内容、見込まれる期間及び実施された期間。 

     ② 前項に基づく施設の利用者に対する説明の時期及び内容、その際の話合いの概要。 

 

１７．虐待の防止について 

施設は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、苦情解決体制を整備し、サービス 

従事者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等、適切な対応が図られ 

るための必要な措置を講じます。 
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≪重要事項説明書付属文書≫ 

（１）契約締結からサービス提供までの流れ 

利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成す 

る「施設サービス計画書」に定めます。 

「施設サービス計画書」の作成及びその変更は次の通り行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）サービス提供における施設の義務 

施設は、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 施設は利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

② 施設は利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、

利用者から聴取、確認します。 

③ 施設は利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前までに、要介護認定

の更新の申請のために必要な援助を行います。 

④ 施設は利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、利用

者及びその家族、身元引受人の請求に応じて閲覧させ、複写物の交付をします。 

⑤ 施設は利用者に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行いません。但し、利用者又

は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむをえない場合には、記録を記載す

るなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 

⑥ 施設及びサービス従事者又は業務委託等の従業員は、サービスを提供するにあたって知り

得た、利用者及びその身元引受人等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しませ

ん。（守秘義務）但し、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用

者の身体等の情報を提供します。 

又、利用者の円滑な退所のための支援を行います。 

①施設の介護支援専門員が施設サービス計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を

担当します。 

②その担当者は施設サービス計画書の原案について、利用者及びその身元引受人に対して説

明、交付し、文書による同意を得た上で決定します。 

③施設サービス計画書は、３か月（※要介護認定有効期間）に１回、もしくは利用者及びそ

の身元引受人の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要がある場合

には、利用者及びその身元引受人と協議して、施設サービス計画書を変更します。 

④施設サービス計画書が変更された場合には、利用者及びその身元引受人に対して書面を交

付し、その内容を確認していただき、文書による同意を得た上で決定します。 
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≪施設利用の留意事項≫ 

施設の利用に当たって、施設を利用されている利用者の共同生活の場として快適性、安全性 

を確保するために、下記の事項をお守り下さい。 

 

（１） 面 会 

面会時間 ７：００ ～ ２１：００ 

※正門及び正面玄関は２１：３０に施錠いたします。 

※特別の事情により、上記以外の時間で面会されたい場合は事前に電話連絡いただ 

ければ対応いたします。 

※面会される方は事務所カウンターに面会票を置いてありますのでご記入していた 

だき、利用棟のサービス従事者に渡して下さい。 

 

（２） 外出・外泊 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

但し、外泊については、概ね月７日間とさせていただきます。 

 

（３） 施設・設備の使用上の注意 

① 居室及び教養施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。 

② 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を 

壊したり汚したりした場合には、利用者に自己負担により原状に復していただ 

くか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

③ 利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認めら 

れる場合には、利用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることが出来るも 

のとします。 

④ 施設の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営 

利活動を行うことは出来ません。 

 

（４） 喫 煙 

喫煙は、施設の建物外に設置している喫煙スペースのみとなります。 

 

（５） 持込の制限 

利用に当たり、以下のものは原則として持ち込むことが出来ません。 

① ペット等他の利用者に迷惑がかかるもの。 

② 火気類・危険物等。 

③ 食べ物については、生ものについてはお断りしております。 

詳しくは利用ユニットの担当サービス従事者にご相談ください。 
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  （６）私物について 

     利用者の私物につきましては、個人で用意していただきます。 

・衣類・肌着等につきまして、入浴は週に２回以上行なっており、その都度交換し 

洗濯物は業者に委託しますので、１０組以上はご用意していただきます。 

・衣類につきましては、縮みにくく、色落ちしない素材のものをご用意ください。 

・肌着は可能であれば綿 100㌫のものでお願いします。（皮膚そう痒症軽減のため） 

・バケツ・洗面器・寝具等（布団・毛布・タオルケット・シーツ）は必要ありません。 

・車椅子の方でも上靴は必要です。また、膝掛けもご用意ください。 

・洗面用具（歯ブラシ・歯磨き粉・コップ・義歯の方は入れ歯・入れ歯入れ・ 

入れ歯洗浄剤） 

・クシ・男性の方は電気カミソリ 

・必要に応じて杖・補聴器・目覚まし時計・腕時計・眼鏡等ご用意ください。 

・上記以外のものについては必要に応じて施設にご相談ください。 

    ※上記の衣類や持ち物には全て名前を付けていただきます。 

衣類用の名札は事務所窓口に声を掛けていただければ必要枚数をお渡しいたします。 

（縫い付けのタイプとなります） 

また、園内売店にて名札付けも利用できます。 

 

・衣類への名札の縫い付け位置について 

    上 着・・・・・・前面左側裾の裏面 

    ズボン・・・・・・前面左側上部の裏側 

    肌着（上）  ・・・前面左側裾の表側 

    肌着（下）  ・・・前面左側上部の表側 
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  令和  年  月  日 

 

施 
 

設 

 私は、サービスの提供開始に際し、契約書及び本書面に基づいて重要事項の説明を行いま

した。 

名    称 大崎市社会福祉協議会 特別養護老人ホーム敬風園 

指定番号 宮城県指定 第 ０４７１５０１２７０ 号 

所 在 地 
〒９８９－４１０３ 

宮城県大崎市鹿島台平渡字上敷１９番地７ 

管 理 者 施設長 武田 正弘 

説 明 者 特別養護老人ホーム敬風園   氏名 阿部 亜衣子 

利
用
者 

 私は、契約書及び本書面に基づいて、施設から重要事項説明書の説明を受け、サービスの

提供開始に同意いたします。 

住 所 
〒   － 

 

氏 名  

署
名
代
行
者 

 私は、本人の契約意思を確認した上で、本人に代わり上記署名を行いました。 

住 所 
〒   －     

 

署 名 代 行

者 氏 名 
 

電話番号 
 

（   ）   － 
続 柄  

身
元
引
受
人 

私は、事業所から重要事項の説明書を受け、内容を理解した上で身元引受人として同意いた

します。 

住 所 
〒   －     

 

ふ り が な                        

氏   名 
 

電話番号 （   ）   － 

続   柄  

連
帯
保
証
人 

私は、事業所から重要事項の説明書を受け、内容を理解した上で連帯保証人として同意い

たします。 

住 所 
〒   －     

 

ふ り が な                        

氏   名 
 

電話番号 （   ）   － 

続   柄  
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※身元引受人様、連帯保証人様に連絡がつかない場合に使用する連絡先をご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊
急
連
絡
先 

住  所 

〒   －   

 

 

ふ り が な 

氏   名 

   

 

続   柄               電話番号 （   ）   － 

緊
急
連
絡
先 

住  所 

〒   －  

ふ り が な 

氏   名 

    

 

続   柄                電話番号 （   ）   －        
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－26－ 

 割印 

 割印 

 割印 

 


